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犬の登録と定期集合狂犬病予防注射

あなたのバイク眠っていませんか　軽自動車税の手続きをお忘れなく注目2

注目1

月日（曜) 会場 時間

４月９日
（火)

市役所北側駐車場 　９：30～11：30
北部公民館 13：00～14：00

４月11日
（木)

北中丸氷川神社 　９：30～10：20
本宿天神社 10：40～11：30
南部公民館 13：00～14：30

４月16日
（火)

※午前中のみ

中丸公民館 　９：30～10：00
営農経済センター（山中1－1７4) 10：20～11：00
総合福祉センター 11：20～12：00

４月18日
（木)

※午前中のみ

子供公園 　９：30～10：00
西部公民館 10：20～10：50
コミュニティセンター（北側駐車場） 11：10～12：00

４月23日
（火)

宮内氷川神社 　９：30～10：00
勤労福祉センター 10：20～11：00
市役所北側駐車場 12：30～13：30

　あなたの家に、使っていない、または譲ってしまって手続きをしていないバイク（125㏄以下の原動機付自転
車）はありませんか。使っていなくても所有していれば課税対象となります。
軽自動車税のかかる人
　その年の4月1日現在、市内に主たる定置場のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型
自動車等の所有者です。
こんなときは
◦盗難にあったとき
　必ず警察署に被害届を提出し、税務課で廃車手続きをしてください。「原動機付自転車等標識遺失届出書兼申
立書」に、盗難にあった日時・場所・状況などを記入し、提出してください（印鑑が必要です）。
　盗難にあったバイクが発見され引き続き使用するときは、再登録の手続きをしてください。
◦バイクが手元にないとき
　課税されているバイクが手元にないときは、そのままにせず税務課市民税担当にご相談ください。

《申告場所》
種　　類 場　　所 

原動機付自転車
小型特殊自動車  税務課市民税担当（☎5９4－5518）

125ccを超える二輪車 関東運輸局埼玉運輸支局（☎050－5540－2026）
軽三輪・軽四輪 軽自動車検査協会埼玉事務所（☎048－７25－2626）

《原動機付自転車の申告（市役所で申告）の際に必要なもの》
内　　容 必要なもの 

取得するとき 販売証明書（新車）または廃車証明書（中古車）・印鑑等
廃車、譲渡、市外転出
のとき ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑等

盗難にあったとき 警察の盗難届受理証明書または受理番号・標識交付証
明書・印鑑等

費 １頭3,300円（注射料2,７50円・注射済
み票550円）新規登録は別途3,000円
注意事項　
①犬の扱いに慣れた人が来る
②犬の突発的行動に対応するため引き綱
は短くする
③必ず首輪を付け外れないようにする
④かみつき癖のある犬は口輪をする
⑤飼い犬のフンは必ず持ち帰る
⑥申請書（はがき）の電話番号・問診を必
ず記入しお金は釣り銭のないようにする
※今年度は、三菱松韻寮駐車場での集合
注射は行いませんので、ご了承ください。
問 くらし安全課環境政策・衛生担当（☎
5９4－5524）

車　　名

住　　所
フ リ ガ ナ
氏　　名

型　　式
車台番号

電話番号

認定番号排 気 量

譲渡年月日 平成　　年　　月　　日

平成　年　月　日

譲渡人　住  所
　　　　氏  名
　　　　電話番号

上記のとおり譲渡したことを証明します。

譲 

受 

人

譲渡証明書(例)

軽自動車税車種別の税額

印

原 付 第一種
原付第二種（乙）
原付第二種（甲）
ミ ニ カ ー

 50cc以下
 90cc以下
125cc以下
 50cc以下

1，000円
1，200円
1，600円
2，500円
4，000円
3，000円
7，200円
5，500円
3，100円
2，400円
4，000円
1，600円
4，700円

250cc以下
250cc  超

自 家 用
営 業 用
自 家 用
営 業 用

農耕作業用
そ の 他

軽 四 輪
（貨物用）

軽 四 輪
（乗 用）

軽 三 輪
軽 二 輪
二輪の小型自動車

小型特殊自動車

cc
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「パパ・ママ応援ショップ優待カード」が更新されます！注目3

人口…6９,1９3人（-32人）
男性…34,466人（-18人）
女性…34,７2７人（-14人）

○国民健康保険税　第８期分
○介護保険料　第８期分　○後期高齢者医療保険料　第８期分

世帯数…2７,822世帯
※２月１日現在
※（　）は対前月比

人口の
うごき

今月の
納　税

図書館ニュース《新しく入った本》 ※ここに載せているのは、新しく入った本の一部です。
※館内利用者端末にて新刊一覧を閲覧できます。

□さがしものが見つかりません！
　秋山　浩司（ポプラ社）
□ガッツン！
　伊集院　静（双葉社）
□溝鼠　最終章
　新堂　冬樹（徳間書店）　　　　
□切に生きる
　瀬戸内 寂聴（扶桑社）　　　　　
□我、涙してうずくまり
　丸山　健二（岩波書店）　　　　
□濃姫春秋　上・下
　山本　惠以子（文芸社）

□地名は災害を警告する
　遠藤　宏之（技術評論社）
□二世帯住宅という選択
　松本　吉彦（平凡社）　　　　　　
□必ず役立つ震災食
　石川県栄養士会（北國新聞社）　　
□学んでみると生態学はおもしろい
　伊勢　武史（ベレ出版）　　　　
□人生をやめたいと思ったとき読む本
　澤登　和夫（東洋経済新報社）　　
□睡眠ドクターが教える熟睡する技術
　古賀　良彦（ﾒﾃｨ゙ｱﾌｧｸﾄﾘｰ）

一般書・読み物 一般書・ノンフィクション

□孤独な放火魔
　夏樹　静子
　（文藝春秋）

□考古学者は名探偵
　山本　忠尚
　（論創社）

北本市役所　☎591－1111（代表）・FAX592－5997

　現在子育て家庭に配布中の「優待カード」の有効期限が平成25年３月末までとなっていることから、新たな「優
待カード」(有効期限が平成28年３月末まで)を配布します。
　パパ･ママ応援ショップ事業とは　
優待制度の内容　子育て家庭の
人が「優待カード」を「協賛ステッ
カー」のある店舗等で提示すると、
商品購入時や施設利用の際に割引
などのサービスを受けられる制度
です。このカードは、市内はも
とより埼玉県内の協賛店舗等(約
１万6,000店舗等)で利用できます
ので、積極的にご利用ください。
優待制度の対象家庭　中学生まで
のお子さん、または妊娠中の人が
いる家庭
優待カードの配布方法　３月中に市内小中学校、保育所、保育園、幼稚園を通じてお子さんに配布します。そ
の他の子育て家庭(中学生までのお子さんまたは妊娠中の人がいる家庭)の皆さんには、新たな「優待カード」を
市役所こども課および北本市子育て支援センターで配布します。窓口へお越しの際は、健康保険証、こども医
療費受給資格証、母子手帳など、お子さんと保護者の住所・年齢が確認できるものをお持ちください。
協賛店舗などの情報　優待カードは、協賛ステッカーを掲示している店舗等で使用することができます。詳し
くは市および県ホームページでご確認ください。
「パパ・ママ応援ショップ」協賛店舗を募集します！
協賛のメリット　
・子育て家庭を応援する店舗であることをＰＲできます。
・子育て家庭にやさしい店舗としてイメージがアップします。
・協賛者の名称、所在地、電話番号、特典内容等は、市および県ホームページに掲載します。
協賛ステッカー　協賛店舗等には協賛ステッカーを配布しますので、提供する特典の内容を記載し、見やすい
場所に掲示してください。
申込み・問合せ　「パパ・ママ応援ショップ協賛申込書」（こども課で配布）に所定の事項を記入し、FAX等によ
り、こども課子育て支援担当（☎5９4-553７・FAX5９2-5９９７）に提出してください。詳しくは、こども課子育て支
援担当または北本市子育て支援センター（☎5９0-７6７6）へお問い合わせください。


